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 附則  

 ここ京都では，１２００年を超える悠久の歴史の中で，社寺をはじめと

する伝統的な建築物などにより趣のある町並みが形成されるとともに，み

やびやかな文化，茶道や華道に代表される精神性の高い文化など暮らしの

中に息づく多様な文化がはぐくまれてきた。このような京都固有の伝統的

な文化を支えてきたのは，高度な技術や優れた意匠を有する京都の伝統産

業である。この伝統産業は，京都の基幹産業として発展するのみならず，

日本の伝統的な産業に大きな影響を与え続けてきた。 

 しかしながら，現在，京都の伝統産業を取り巻く環境は，生活様式の変

化などによる需要の低迷，海外製品の流入による価格競争の激化などによ

り，多くの業種においてかつてない厳しい状況にあり，京都の伝統産業に

支えられてきた伝統的な文化が失われつつある。この危機に立ち向かい，

京都が，将来にわたって，その伝統的な文化を継承し，日本の文化の中心



として発展し続けるためには，伝統産業を活性化し，その未来を切り開い

ていかなければならない。  

ここに，本市は，京都府との連携の下に，事業者及び市民の創意工夫を

生かしつつ，伝統産業の活性化を推進することにより，京都の経済を発展

させるとともに，豊かで活気に満ちた地域社会を形成し，もって，日本の

伝統的な産業に活力を与え，日本の文化を京都から世界へ向けて発信する

ことを決意し，この条例を制定する。 

   第１章 総則  

（目的）  

第１条 この条例は，伝統産業の活性化の推進に関し，その基本理念を定

め，並びに本市及び事業者の責務並びに市民の役割を明らかにするとと

もに，伝統産業の活性化の推進に関する施策の基本となる事項を定める

ことにより，伝統産業の活性化を総合的かつ計画的に推進することを目

的とする。  

（定義）  

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当

該各号に定めるところによる。  

 ⑴  伝統産業 伝統的な技術及び技法を用いて，日本の伝統的な文化及

び生活様式に密接に結び付いている製品その他の物（以下「伝統産業

製品等」という。）を作り出す産業のうち，本市の区域内において，

当該伝統産業製品等の企画がされ，かつ，その主要な工程が経られる

ものをいう。  

 ⑵  事業者 伝統産業に係る生産者，卸売業者，小売業者その他伝統産     

業を営む者をいう。 



 ⑶  伝統産業の活性化 伝統産業の有する機能及び伝統産業の基盤の

強化により，伝統産業の活力を向上させることをいう。 

（基本理念）  

第３条 伝統産業の活性化の推進は，次に掲げる事項を基本理念として行

われなければならない。  

 ⑴  経済環境及び生活様式の変化に常に対応し，市場を開拓すること。 

 ⑵  京都の恵まれた自然的特性並びに歴史的及び文化的所産を生かし

つつ，積極的に本市内外の事業を営む者，大学及び研究機関その他の

団体と有機的に連携を図ることにより，伝統産業の基盤を強化すると

ともに，伝統産業製品等の円滑な流通を促進し，並びに伝統産業に関

する高度な技術を継承し，及び革新すること。 

 ⑶  伝統産業の意義及び伝統産業製品等が有する優れた価値を広く世

界に伝え，伝統産業の魅力を増進すること。 

 ⑷  伝統産業を通じて，伝統的な文化を継承するとともに，日本の伝統

を取り入れた文化の創造を図ること。 

（本市の責務）  

第４条 本市は，基本理念にのっとり，伝統産業の活性化の推進に関する

施策を総合的に策定し，及び実施するよう努めなければならない。 

２ 本市は，伝統産業の担い手である事業者の創意工夫を生かした主体的

な取組を促進するよう努めなければならない。  

３ 本市は，伝統産業の活性化の推進に当たっては，事業者及び市民と相

互に協力するよう努めなければならない。 

（事業者の責務）  

第５条 事業者は，基本理念にのっとり，伝統産業が伝統的な文化と深く



かかわり，日本の文化を支えていることを理解し，常に創意工夫を行い，

自ら積極的に伝統産業の活性化を図るための活動に取り組むよう努め

なければならない。  

（市民の役割）  

第６条 市民は，伝統産業が日本の文化を支え，潤いのある豊かな生活の

実現に寄与していることについての理解を深めることにより，伝統産業

の活性化の推進に積極的な役割を果たすものとする。  

（財政上の措置）  

第７条 本市は，伝統産業の活性化の推進に関する施策を実施するために

必要な財政上の措置を講じるよう努めなければならない。  

   第２章 伝統産業の活性化の推進に関する基本的施策  

    第１節 伝統産業活性化推進計画  

第８条 市長は，伝統産業の活性化の推進に関する施策を総合的かつ計画

的に実施するため，伝統産業の活性化の推進に関する計画（以下「伝統

産業活性化推進計画」という。）を定めなければならない。 

２ 伝統産業活性化推進計画は，次に掲げる事項について定めるものとす

る。 

 ⑴  伝統産業の活性化の推進に関する目標 

 ⑵  伝統産業の活性化の推進に関する取組 

 ⑶  その他伝統産業の活性化の推進に関する施策を総合的かつ計画的

に実施するために必要な事項 

３ 市長は，伝統産業活性化推進計画を定めるに当たっては，第１６条に

規定する審議会の意見を聴くとともに，事業者及び市民の意見を適切に

反映するために必要な措置を講じなければならない。 



４ 市長は，伝統産業活性化推進計画を定めたときは，速やかにこれを公

表しなければならない。 

５ 前２項の規定は，伝統産業活性化推進計画の変更について準用する。 

    第２節 伝統産業の活性化の総合的推進のための施策 

（伝統産業に関する創造的活動に対する支援）  

第９条 本市は，伝統産業に関する事業の創出，新たな伝統産業製品等の

開発その他の伝統産業に関する創造的活動を支援するために必要な措置

を講じなければならない。 

（伝統産業に関する教育及び学習の振興を図るための措置）  

第１０条 本市は，伝統産業に親しむための教育及び学習の機会の充実そ

の他の伝統産業に関する教育及び学習の振興を図るために必要な措置を

講じなければならない。 

（伝統産業に対する関心と理解を深めるための措置） 

第１１条 本市は，伝統産業製品等に係る情報の事業者による適切な提供

を支援するとともに，情報の効果的な提供その他の伝統産業に対する市

民等（市民及び観光旅行者その他の滞在者をいう。以下同じ。）の関心と

理解を深めるために必要な措置を講じなければならない。 

（伝統産業の技術の継承等 ) 

第１２条 本市は，伝統産業に関する高度な技術を継承するとともに，伝

統産業製品等の製造，加工等に従事している者の後継者を育成するため

に必要な措置を講じなければならない。  

（伝統産業の活性化の推進の拠点となる施設の機能の充実）  

第１３条 本市は，伝統産業に関する情報の提供及び技術の研究，事業者

相互の間の交流その他の伝統産業の活性化の推進の拠点となる施設の機



能の充実を図るために必要な措置を講じなければならない。 

（表彰等） 

第１４条 市長は，伝統産業の振興に関し，顕著な成果を収めた者及び功

績があった者の表彰に努めるものとする。 

２ 市長は，伝統産業の振興に関し，将来において顕著な成果を収めるこ

とが期待される者が行う伝統産業の活性化を図るための活動の奨励に

努めるものとする。 

   第３章 伝統産業の日  

第１５条 伝統産業の魅力を国内外において発信し，並びに市民等が伝統

産業に親しみ，及び伝統産業についての関心と理解を深めるため，伝統

産業の日を設ける。  

２ 伝統産業の日は，国民の祝日に関する法律第２条に規定する春分の日

とする。  

   第４章 伝統産業活性化推進審議会  

（審議会）  

第１６条 伝統産業の活性化の推進に関する事項について，市長の諮問に

応じ，調査し，及び審議するとともに，当該事項について市長に対し，

意見を述べるため，京都市伝統産業活性化推進審議会（以下「審議会」

という。）を置く。  

（審議会の組織）  

第１７条 審議会は，委員２０人以内をもって組織する。  

２ 委員は，学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうちから，

市長が委嘱し，又は任命する。  

（委員の任期）  



第１８条 委員の任期は，２年とする。ただし，補欠の委員の任期は，前

任者の残任期間とする。  

２ 委員は，再任されることができる。  

   第５章 雑則 

（委任）  

第１９条 この条例の施行に関し必要な事項は，市長が定める。 

   附 則  

（施行期日）  

１ この条例は，公布の日から施行する。ただし，第８条第３項及び第５

項（審議会に関する部分に限る。）並びに第４章の規定は，市規則で定

める日から施行する。  

（経過措置）  

２ 前項ただし書の市規則で定める日以後最初に市長が委嘱し，又は任命

する委員の任期は，第１８条第１項本文の規定にかかわらず，平成２０

年３月３１日までとする。  

 


